
自動車カルネ発行 事前チェックフォーム 
カルネ発行の申請にあたり、本フォームにご入力をいただきカルネ問い合せメール（cpd-jaf@o3.jaf.or.jp）ま

でお送りください。ご記入いただいた内容をもとに、カルネ発行の可否や必要な追加手続きをメールにてご案内

いたします。※ご提出いただいたメールアドレス宛に返信いたします。 
次ページ記載の「【事前申請時】カルネに関する個人情報の取扱い」をご確認いただき、同意の上ご提出ください。   

申請者情報 

• 氏名：（                                 ） 
• 国籍：□日本  □日本以外の国（永住権あり）  □日本以外の国（永住権なし） 

カルネの使用について 

• カルネ使用目的：（                                    ） 
• 有償で人や物を運送する商用目的ですか： □ はい  □ いいえ 
• 車両輸出期間：（    年   月   日 から     年   月   日まで）※予定で構いません 

• カルネ使用国について、国名の□を選択してください。 

地域 国名 ※ジュネーブ条約非締約国のみ訪問する場合はカルネを発行できません。 

アフリカ □ガーナ、□コンゴ民主共和国、□ジンバブエ、□ナイジェリア、□ナミビア 

□ボツワナ、□南アフリカ、□ルワンダ        

オセアニア □オーストラリア、□ニュージーランド 

アジア・中東 □アラブ首長国連邦、□インド、□シリア、□シンガポール、□スリランカ 

□バングラデシュ、□マレーシア、□ヨルダン、□レバノン 

南北アメリカ □アルゼンチン、□エクアドル、□カナダ、□ジャマイカ、□チリ、 

□トリニダードトバゴ、□パラグアイ、□ベネズエラ・ボリバル共和国、□ペルー 

その他 （                                             ） 

車両詳細 ※自動車カルネの発行は日本登録の車両に限ります。 

年式：（    年） メーカー名：（          ） 車名：（                ） 
車検有効期間満了日：（     年   月   日） 

保証方法の選択 ※複数選択可 
• 保証方法： □ 現金寄託  □ カルネ保険（カルネ保険を希望の場合、以下もご記入ください） 

カルネ保険を希望される方 

• 郵便番号：（〒   －   ） 
• 住所：（                                           ） 

  様式 2026.4 10 年保 
 

mailto:cpd-jaf@o3.jaf.or.jp?subject=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%8D%E7%99%BA%E8%A1%8C%20%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6


【事前申請時】カルネに関する個人情報の取扱いについて 
〔事業者の氏名または名称〕 
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）  
〔個人情報保護管理者〕 
本部総務部長（連絡先は、下記〔個人情報問合せ窓口〕） 
〔個人情報の利用目的〕 
・カルネ発行の可否を確認するため 
〔個人情報の第三者提供について〕 
本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。 
〔個人情報の取扱いの委託について〕 
取得した個人情報の取扱いの全部または、一部を委託する場合があります。委託先については、個人情報取扱い

に関する契約を締結するなど、適切な管理を行います。 
〔開示対象個人情報の開示等および問合窓口について〕 
当連盟では、当個人情報に関する利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去およ

び第三者への提供の停止（「開示等」といいます。）の求めを受け付けております。その手続きについては、個人

情報苦情及びご相談窓口へご連絡下さい。ただし、法令等に基づく場合は、開示等できない場合があります。あ

らかじめご了承ください。 
〔個人情報を提供するにあたっての注意事項〕 
個人情報をご提供いただくのは任意です。ただし、必要な情報をいただけない場合は、〔個人情報の利用目的〕に

示す内容を実施できない場合があります。 
〔個人情報問合せ窓口〕 
  一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）  
   ・札幌支部 事業課  〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東１条 15-8-1 
       ℡：０１１－８５７－７１５５ 
   ・宮城支部 事業課  〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 3-8-105 
       ℡：０２２－７８３－２８２６ 
   ・東京支部 事業課  〒105-8562 東京都港区芝 2-2-17 
       ℡：０３－６８３３－９１００ 
   ・愛知支部 事業課  〒466-8580 愛知県名古屋市昭和区福江 3-7-56 
       ℡：０５２－８７２－３６８５ 
   ・大阪支部 事業課  〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 2-1-5 
       ℡：０７２－６４５－１３００ 
   ・広島支部 事業課  〒733-8610 広島県広島市西区庚午北 2-9-3 
       ℡：０８２－２７２－９９６７ 
   ・香川支部 事業課  〒760-0079 香川県高松市松縄町 1083-16 
       ℡：０８７－８６７－８４１１ 
   ・福岡支部 事業課  〒814-8505 福岡県福岡市早良区室見 5-12-27 
       ℡：０９２－８４１－７７３１ 
 

営業時間  10：00～17：00（土日祝および年末年始休業） 
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